
 

フューネットの会 
会 員 規 約 

 

第一条 （名称） 

   本会は(株)フューネットコーポレーションが主宰する｢フューネットの会｣と称します。 

第二条 （所在地） 

   本会の事務局は、東京都葛飾区南水元２－２０－８におきます。 

第三条 （目的） 

   本会は、会員の葬儀における経済的・精神的負担を軽減する事を目的とし、葬儀費用の軽減や会員向け

各種サービスを提供し会員ご家族のより豊かで安心の出来る生活を扶助することを目的とする。 

第四条 （会員）  

   入会希望者が、本会の趣旨、規約を承認の上、所定の手続きを完了し、本会が本会員として承認したと

きに本会員となるものとします。 

第五条 （会員有効範囲） 

   入会申込者とその同居のご家族と一親等以内のご家族が本会特典を利用することができます。 

第六条 （入会手続き）  

   本会のゴールド会員の入会申込みは所定の入会申込書に必要事項を記入し、当会に入会金 1万円を納付

して入会手続きを行うものとし、シルバー会員の入会申込みは所定の入会申込書に必要事項を記入して

入会手続きを行うものとします。 

第七条 （会員資格） 

   所定の手続き終了後、本会の会員カードを以て会員資格証明とします。 

第八条 （会員特典） 

   １．本会員は、本会の定める諸サービスに加え、今後本会が追加提供する諸サービスも受けることがで

きます。 

   ２．本会員は、本会の定める諸サービスについて、ご利用時に会員証（会員番号）を明示することによ

り、会員特典を受けられるものとします。この場合、本会員は、登録会員の諸サービスの利用による一

切の支払いについて責任を負うものとします。 

第九条 （利用料金） 

   本会で諸サービスのご利用料金については、ご利用時にその都度お支払いください。 

第十条 （会員契約の解除） 

   本会員が次の各号の１つに該当する場合、当然に会員契約が解除されます。 

１．本会員が死亡した時。（但し、同居の次の世帯主に資格維持する事ができる。） 

２．本会員が本規約に違反した時。 

３．支払いを指定日より延納した時。 

４．本会の名誉、信用を損ない、または秩序を乱した時。 

５．その他、会員としての品位を損なうと認められる行為があった時。 

第十一条 （退会） 

   １．本会員が退会を希望される場合、所定の手続きを行うものとします。 

   ２．入会金は、退会の場合も含めて返却致しません。 

 



 

第十二条 （変更事項の届出） 

    本会員は入会申込書に記載した事項（住所、電話番号、家族構成等）に変更があった場合には、 

速やかに本会に変更事項を届けてください。 

第十三条 （特例事項） 

    本規約の改正、並びに本規約の定めない事項については、主宰者がこれを定めます。 

第十四条 （事故の責任） 

本会員もしくは登録会員が会員規約に基づくサービスを受けている際に突発的な体調急変などに 

より事故のあった場合、本会はその責任を負わないものとします。 

第十五条 （クーリングオフの規定について） 

入会申込者は入会申込をした日を含む 8日間は、第十八条に規定する「お問い合わせ・ご相談窓口」 

宛書面にて通知することによりこの加入申込の撤回を行うことができ、その効力は書面(ハガキ・ 

封書)を発送した時から生じます。この場合、入会申込者には一切費用の負担はなく、またすでに 

支払われている入会金は遅滞なく全額をお返しします。 

第十六条 （お問い合わせ・ご相談窓口） 

この規約についてのお問い合わせ、ご相談等は次の場所で行っております。 

 

「フューネットの会」事務局 

東京都葛飾区南水元２－２０－８（株式会社フューネットコーポレーション内） 

ＴＥＬ ０３－３６０８－００９０  ＦＡＸ ０３－３６０８－００７５ 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


